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　地方公共団体情報システム機構より、マイナンバーカードの交付申請書をご自宅にお送りしてい
ます。ご自宅に届いた交付申請書を使って、郵送やインターネットでご自宅からマイナンバーカー
ドの申請ができます。マイナンバーカードの申請は、本人の意志によるため任意です（強制ではあり
ません）。
※交付申請書は順次発送しています。お急ぎの人は、住民生活課でも交付申請書を発行することが
できますので、窓口までお越しください。また、令和２年に生まれた人など、一部の人については、
交付申請書が送付されません

マイナンバーカードをお持ちでない人へ

教えてマイナちゃん（マイナンバーカードの交付申請書が届いたよ！編）教えてマイナちゃん（マイナンバーカードの交付申請書が届いたよ！編）

令和３年１月からマイナンバーカードを持っていない人を対象に交
付申請書を送っているよ。

それはよかった！送られてくる交付申請書にはQRコードがついていて、
スマートフォンで読み取ってオンラインで申請することができるの。例え
ば、お父さんのスマートフォンでお子さんの交付申請書のQRコードを読
み取って、お子さんのマイナンバーカードの申請をすることもできるよ。

マイナちゃん

えい坊くん

 問合せ  住民生活課　 TEL  61－3945

交付申請書に必要事項を記入して、顔写真を貼ってから、同封の返
信用封筒に入れてポストに投函するだけだよ。

昨日、友だちの家に交付申請書が届いたという話を聞いたよ。その友だ
ちはマイナンバー通知カードに付いていた申請書をなくしてしまってい
たから、役場に交付申請書をもらいに行く手間が省けると喜んでいたよ。

操作が難しい人はどうしたらいいかな？

あとは役場からカードの交付通知が届くのを待つだけだね。とっても簡
単だ！友だちにも教えてあげよう！
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○収入（種類ごとの金額集計）
　（例）作物ごとの耕作面積、売上先、売上金額、家事消費額、受託料など
○経費（区分ごとの金額集計）
　（例）燃料代、租税公課、肥料代など

○勤務先・年金支払者からの源泉徴収票（原本）

○生命保険会社などが発行した控除証明書（原本） ※掛け捨ての火災保険は対象外です

○国民健康保険税・国民年金保険料・社会保険料（健保組合など）の領収書、または支払証明書（原本）

○配当明細のわかるもの（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

○証券会社などからの年間取引報告書（原本）

○売買契約書（原本）
○譲渡に要した経費がわかるもの（領収書など）
○公共事業に譲渡の場合、収用証明書（原本）など
○過去に購入した不動産の場合は、その契約書および領収書

○売買（請負）契約書（原本）
○登記事項証明書（原本）
○年末残高計算書（原本）※その年中に借り換えした場合、借り換え前日の残高証明書
○補助金や住宅資金贈与額を証する書面など

○その年分（１月～12月）に支払った領収書を基に作成した明細書、医療費通知
○生命保険会社からの補てん金明細（該当時のみ）
○高額療養費・高額介護サービス費（該当時のみ）など

○寄附先が発行した領収書（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

※ふるさと納税の場合、確定申告を要しない人については、「申告特例申請書」を寄附先に提出する
　必要があります。詳しくは、寄附先にお尋ねください

●申告に必要なもの
① マイナンバーカード（写）、またはマイナンバーの確認できるもの（写）＋本人確認書類（写）運転免許証など
　 ※代理で申告する人は、申告する人のマイナンバーカード（写）、または申告する人のマイナンバーの確認できる
　　 もの（写）＋申告する人の本人確認書類（写）
② 令和元年中の収入（所得）などがわかる源泉徴収票または明細書など
③ 控除の種類に応じた領収書・明細書または証明書など　　　　　　　　　　
④ 印鑑（認印）
⑤ 還付がある人は本人名義の口座番号などがわかるもの

（下記の添付書類欄をご覧ください）

添付書類（不備のないよう書類の準備をお願いします）

●申告しなくてもいい人とは・・・
　① 年末調整を受けた給与所得しかない人
　 　※給与収入が2,000万円を超える人、新たに所得控除などを受ける人は申告が必要です
　② 高校生など18歳以下で収入のない人
●申告しなければならない人とは・・・
　　上記① ②（申告しなくてもいい人）に該当しない人は、すべて確定申告または住民税申告をしなければなりません。
　「収入がなかった」「年金収入だけだった」「税金がかからない程度しか収入がない」というのは申告をしなくてもいい理
　由にはなりません。
●申告しないとどうなる？
　　申告をしないと、正しい税額を求めることができません。特に、年金受給者は、障害者・寡婦控除などについての申
　告がなかったことにより、課税となってしまう人も見受けられます。また、国民健康保険税など各種制度において軽
　減措置が受けられないほか、所得証明書も発行できません。

所得がなくても申告は必要です

事業
（営業・農業・不動産など）

寄附金控除
（ふるさと納税、日赤・共同募金
社会福祉協議会などへの寄附）

一時所得
（生命保険の満期〈中途〉解約金など）

給与・公的年金

生命保険・地震保険料控除
社会保険料控除

住宅借入金等控除

配当
個人年金

株式譲渡

不動産譲渡

区分ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

医療費控除または
セルフメディケーション税制
個人ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

23ー2690TEL問合せ 福井税務署 61ー3944TEL役場税務課
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○収入（種類ごとの金額集計）
　（例）作物ごとの耕作面積、売上先、売上金額、家事消費額、受託料など
○経費（区分ごとの金額集計）
　（例）燃料代、租税公課、肥料代など

○勤務先・年金支払者からの源泉徴収票（原本）

○生命保険会社などが発行した控除証明書（原本） ※掛け捨ての火災保険は対象外です

○国民健康保険税・国民年金保険料・社会保険料（健保組合など）の領収書、または支払証明書（原本）

○配当明細のわかるもの（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

○証券会社などからの年間取引報告書（原本）

○売買契約書（原本）
○譲渡に要した経費がわかるもの（領収書など）
○公共事業に譲渡の場合、収用証明書（原本）など
○過去に購入した不動産の場合は、その契約書および領収書

○売買（請負）契約書（原本）
○登記事項証明書（原本）
○年末残高計算書（原本）※その年中に借り換えした場合、借り換え前日の残高証明書
○補助金や住宅資金贈与額を証する書面など

○その年分（１月～12月）に支払った領収書を基に作成した明細書、医療費通知
○生命保険会社からの補てん金明細（該当時のみ）
○高額療養費・高額介護サービス費（該当時のみ）など

○寄附先が発行した領収書（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

るす出提に先附寄を」書請申例特告申「、はていつに人いなし要を告申定確、合場の税納とさるふ※
　必要があります。詳しくは、寄附先にお尋ねください

令和２年分所得税確定申告・令和３年度町県民税申告

税の申告相談・受付
申告期間　２月15日(月)～３月15日(月)

　所得税・町県民税の申告の時期となりました。申告時の混雑を避けるため、下記のとおり、地区ごとに申告相談日
程を設定させていただきました。できるだけ指定された日時・会場にお越しくださいますようお願いします。なお、
２月16日(火)から３月５日(金)まで、本庁税務課では税理士による受付も行いますので、ご希望の人はお申し出くだ
さい。

●申告相談・受付の日程（受付時間９時～16時）

●申告に必要なもの

２月16日（火）

　　17日（水）

　　18日（木）

　　19日（金）

　　22日（月）

　　24日（水）

　　25日（木）

　　26日（金）

３月 １日（月）

　　 ２日（火）

　　 ３日（水）

　 　４日（木）

　　５日（金）

　 　８日（月）

　 　９日（火）

平成、御公領、学園

兼定島、領家、領家南、樋爪

末政、渡新田

上合月、下合月

吉野堺、吉野、小畑

宮重、西野中、湯谷、上吉野

志比堺、坂上地区

薬師

神明

葵

春日

芝原１・２

芝原３

木ノ下、松ケ原１・２

松ケ原３・４、観音

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・本庁税務課松岡地区

２月15日（月）

　　17日（水）

　　19日（金）

　　22日（月）

　　25日（木）

３月 ２日（火）

　　　４日（木）

　　 ８日（月）

　　10日（水）

　　12日（金）

志比、荒谷、市野々、京善

寺本、けやき台

諏訪間、東諏訪間、諏訪間団地、山

法寺岡、高橋、花谷

東古市

谷口

光明寺、飯島、轟

鳴鹿、山鹿

下浄法寺、殿村、上浄法寺

岩野、吉波、栃原

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・永平寺支所永平寺地区

２月16日（火）

　　18日（木）

　　24日（水）

　　26日（金）

３月　１日（月）

　　 ３日（水）

　　 ５日（金）

　　 ９日（火）

　　11日（木）

吉峰、藤巻

市荒川、中島

竹原

栗住波、せせらぎ

石上、市右エ門島

大野島、清水

山王

牧福島、大月

浅見、野中、北島

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・上志比支所上志比地区

町内全域
（地区指定の日程で都合が悪い人など）

２月28日（日）
３月10日（水）～15日（月）

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・本庁税務課全地区対象

① マイナンバーカード（写）、またはマイナンバーの確認できるもの（写）＋本人確認書類（写）運転免許証など
　 ※代理で申告する人は、申告する人のマイナンバーカード（写）、または申告する人のマイナンバーの確認できる
　　 もの（写）＋申告する人の本人確認書類（写）
② 令和元年中の収入（所得）などがわかる源泉徴収票または明細書など
③ 控除の種類に応じた領収書・明細書または証明書など　　　　　　　　　　
④ 印鑑（認印）
⑤ 還付がある人は本人名義の口座番号などがわかるもの

（下記の添付書類欄をご覧ください）

添付書類（不備のないよう書類の準備をお願いします）

●申告しなくてもいい人とは・・・
　① 年末調整を受けた給与所得しかない人
　 　※給与収入が2,000万円を超える人、新たに所得控除などを受ける人は申告が必要です
　② 高校生など18歳以下で収入のない人
●申告しなければならない人とは・・・
　　上記① ②（申告しなくてもいい人）に該当しない人は、すべて確定申告または住民税申告をしなければなりません。
　 理いいもてくなしを告申はのういと」いなが入収かし度程いならかかが金税「」たっだけだ入収金年「」たっかなが入収「
　由にはなりません。
●申告しないとどうなる？
　　申告をしないと、正しい税額を求めることができません。特に、年金受給者は、障害者・寡婦控除などについての申
　告がなかったことにより、課税となってしまう人も見受けられます。また、国民健康保険税など各種制度において軽
　減措置が受けられないほか、所得証明書も発行できません。

所得がなくても申告は必要です

事業
（営業・農業・不動産など）

寄附金控除
（ふるさと納税、日赤・共同募金
社会福祉協議会などへの寄附）

一時所得
（生命保険の満期〈中途〉解約金など）

給与・公的年金

生命保険・地震保険料控除
社会保険料控除

住宅借入金等控除

配当
個人年金

株式譲渡

不動産譲渡

区分ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

医療費控除または
セルフメディケーション税制
個人ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

23ー2690TEL問合せ 福井税務署 61ー3944TEL役場税務課
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○収入（種類ごとの金額集計）
　（例）作物ごとの耕作面積、売上先、売上金額、家事消費額、受託料など
○経費（区分ごとの金額集計）
　（例）燃料代、租税公課、肥料代など

○勤務先・年金支払者からの源泉徴収票（原本）

○生命保険会社などが発行した控除証明書（原本） ※掛け捨ての火災保険は対象外です

○国民健康保険税・国民年金保険料・社会保険料（健保組合など）の領収書、または支払証明書（原本）

○配当明細のわかるもの（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

○証券会社などからの年間取引報告書（原本）

○売買契約書（原本）
○譲渡に要した経費がわかるもの（領収書など）
○公共事業に譲渡の場合、収用証明書（原本）など
○過去に購入した不動産の場合は、その契約書および領収書

○売買（請負）契約書（原本）
○登記事項証明書（原本）
○年末残高計算書（原本）※その年中に借り換えした場合、借り換え前日の残高証明書
○補助金や住宅資金贈与額を証する書面など

○その年分（１月～12月）に支払った領収書を基に作成した明細書、医療費通知
○生命保険会社からの補てん金明細（該当時のみ）
○高額療養費・高額介護サービス費（該当時のみ）など

○寄附先が発行した領収書（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

※ふるさと納税の場合、確定申告を要しない人については、「申告特例申請書」を寄附先に提出する
　必要があります。詳しくは、寄附先にお尋ねください

●申告に必要なもの
① マイナンバーカード（写）、またはマイナンバーの確認できるもの（写）＋本人確認書類（写）運転免許証など
　 ※代理で申告する人は、申告する人のマイナンバーカード（写）、または申告する人のマイナンバーの確認できる
　　 もの（写）＋申告する人の本人確認書類（写）
② 令和元年中の収入（所得）などがわかる源泉徴収票または明細書など
③ 控除の種類に応じた領収書・明細書または証明書など　　　　　　　　　　
④ 印鑑（認印）
⑤ 還付がある人は本人名義の口座番号などがわかるもの

（下記の添付書類欄をご覧ください）

添付書類（不備のないよう書類の準備をお願いします）

●申告しなくてもいい人とは・・・
　① 年末調整を受けた給与所得しかない人
　 　※給与収入が2,000万円を超える人、新たに所得控除などを受ける人は申告が必要です
　② 高校生など18歳以下で収入のない人
●申告しなければならない人とは・・・
　　上記① ②（申告しなくてもいい人）に該当しない人は、すべて確定申告または住民税申告をしなければなりません。
　「収入がなかった」「年金収入だけだった」「税金がかからない程度しか収入がない」というのは申告をしなくてもいい理
　由にはなりません。
●申告しないとどうなる？
　　申告をしないと、正しい税額を求めることができません。特に、年金受給者は、障害者・寡婦控除などについての申
　告がなかったことにより、課税となってしまう人も見受けられます。また、国民健康保険税など各種制度において軽
　減措置が受けられないほか、所得証明書も発行できません。

所得がなくても申告は必要です

事業
（営業・農業・不動産など）

寄附金控除
（ふるさと納税、日赤・共同募金
社会福祉協議会などへの寄附）

一時所得
（生命保険の満期〈中途〉解約金など）

給与・公的年金

生命保険・地震保険料控除
社会保険料控除

住宅借入金等控除

配当
個人年金

株式譲渡

不動産譲渡

区分ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

医療費控除または
セルフメディケーション税制
個人ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。
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○収入（種類ごとの金額集計）
　（例）作物ごとの耕作面積、売上先、売上金額、家事消費額、受託料など
○経費（区分ごとの金額集計）
　（例）燃料代、租税公課、肥料代など

○勤務先・年金支払者からの源泉徴収票（原本）

○生命保険会社などが発行した控除証明書（原本） ※掛け捨ての火災保険は対象外です

○国民健康保険税・国民年金保険料・社会保険料（健保組合など）の領収書、または支払証明書（原本）

○配当明細のわかるもの（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

○証券会社などからの年間取引報告書（原本）

○売買契約書（原本）
○譲渡に要した経費がわかるもの（領収書など）
○公共事業に譲渡の場合、収用証明書（原本）など
○過去に購入した不動産の場合は、その契約書および領収書

○売買（請負）契約書（原本）
○登記事項証明書（原本）
○年末残高計算書（原本）※その年中に借り換えした場合、借り換え前日の残高証明書
○補助金や住宅資金贈与額を証する書面など

○その年分（１月～12月）に支払った領収書を基に作成した明細書、医療費通知
○生命保険会社からの補てん金明細（該当時のみ）
○高額療養費・高額介護サービス費（該当時のみ）など

○寄附先が発行した領収書（原本）

○生命保険会社などからの支払通知書（原本）

るす出提に先附寄を」書請申例特告申「、はていつに人いなし要を告申定確、合場の税納とさるふ※
　必要があります。詳しくは、寄附先にお尋ねください

令和２年分所得税確定申告・令和３年度町県民税申告

税の申告相談・受付
申告期間　２月15日(月)～３月15日(月)

　所得税・町県民税の申告の時期となりました。申告時の混雑を避けるため、下記のとおり、地区ごとに申告相談日
程を設定させていただきました。できるだけ指定された日時・会場にお越しくださいますようお願いします。なお、
２月16日(火)から３月５日(金)まで、本庁税務課では税理士による受付も行いますので、ご希望の人はお申し出くだ
さい。

●申告相談・受付の日程（受付時間９時～16時）

●申告に必要なもの

２月16日（火）

　　17日（水）

　　18日（木）

　　19日（金）

　　22日（月）

　　24日（水）

　　25日（木）

　　26日（金）

３月 １日（月）

　　 ２日（火）

　　 ３日（水）

　 　４日（木）

　　５日（金）

　 　８日（月）

　 　９日（火）

平成、御公領、学園

兼定島、領家、領家南、樋爪

末政、渡新田

上合月、下合月

吉野堺、吉野、小畑

宮重、西野中、湯谷、上吉野

志比堺、坂上地区

薬師

神明

葵

春日

芝原１・２

芝原３

木ノ下、松ケ原１・２

松ケ原３・４、観音

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・本庁税務課松岡地区

２月15日（月）

　　17日（水）

　　19日（金）

　　22日（月）

　　25日（木）

３月 ２日（火）

　　　４日（木）

　　 ８日（月）

　　10日（水）

　　12日（金）

志比、荒谷、市野々、京善

寺本、けやき台

諏訪間、東諏訪間、諏訪間団地、山

法寺岡、高橋、花谷

東古市

谷口

光明寺、飯島、轟

鳴鹿、山鹿

下浄法寺、殿村、上浄法寺

岩野、吉波、栃原

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・永平寺支所永平寺地区

２月16日（火）

　　18日（木）

　　24日（水）

　　26日（金）

３月　１日（月）

　　 ３日（水）

　　 ５日（金）

　　 ９日（火）

　　11日（木）

吉峰、藤巻

市荒川、中島

竹原

栗住波、せせらぎ

石上、市右エ門島

大野島、清水

山王

牧福島、大月

浅見、野中、北島

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・上志比支所上志比地区

町内全域
（地区指定の日程で都合が悪い人など）

２月28日（日）
３月10日（水）～15日（月）

受付日 対　象　地　区

受付会場・・・本庁税務課全地区対象

① マイナンバーカード（写）、またはマイナンバーの確認できるもの（写）＋本人確認書類（写）運転免許証など
　 ※代理で申告する人は、申告する人のマイナンバーカード（写）、または申告する人のマイナンバーの確認できる
　　 もの（写）＋申告する人の本人確認書類（写）
② 令和元年中の収入（所得）などがわかる源泉徴収票または明細書など
③ 控除の種類に応じた領収書・明細書または証明書など　　　　　　　　　　
④ 印鑑（認印）
⑤ 還付がある人は本人名義の口座番号などがわかるもの

（下記の添付書類欄をご覧ください）

添付書類（不備のないよう書類の準備をお願いします）

●申告しなくてもいい人とは・・・
　① 年末調整を受けた給与所得しかない人
　 　※給与収入が2,000万円を超える人、新たに所得控除などを受ける人は申告が必要です
　② 高校生など18歳以下で収入のない人
●申告しなければならない人とは・・・
　　上記① ②（申告しなくてもいい人）に該当しない人は、すべて確定申告または住民税申告をしなければなりません。
　 理いいもてくなしを告申はのういと」いなが入収かし度程いならかかが金税「」たっだけだ入収金年「」たっかなが入収「
　由にはなりません。
●申告しないとどうなる？
　　申告をしないと、正しい税額を求めることができません。特に、年金受給者は、障害者・寡婦控除などについての申
　告がなかったことにより、課税となってしまう人も見受けられます。また、国民健康保険税など各種制度において軽
　減措置が受けられないほか、所得証明書も発行できません。

所得がなくても申告は必要です

事業
（営業・農業・不動産など）

寄附金控除
（ふるさと納税、日赤・共同募金
社会福祉協議会などへの寄附）

一時所得
（生命保険の満期〈中途〉解約金など）

給与・公的年金

生命保険・地震保険料控除
社会保険料控除

住宅借入金等控除

配当
個人年金

株式譲渡

不動産譲渡

区分ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

医療費控除または
セルフメディケーション税制
個人ごとの集計をお願いします。
未集計の場合、申告受付をお断りする
場合があります。

23ー2690TEL問合せ 福井税務署 61ー3944TEL役場税務課
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福井税務署での受付について

順番受付予約システムを利用しよう！

日　時　２月16日(火) ～ ３月15日(月)
　　　　９時～16時（受付時間）
　　　　※混雑の状況により、16時より前であっても受付を終了する場合があります
　　　　※土・日曜日および祝日などを除きます。ただし、２月21日(日)と２月28日(日)に限り、確定

申告の相談・申告書の受付を行います

◎確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には、「入場整理券」が必要です
　「入場整理券」の配付方法は、
　①会場で当日配付(配付状況に応じて後日の来場をお願いすることがあります)
　②国税庁のLINE公式アカウントから事前発行ができます　
　LINE　ID　＠kokuzei

　ステップ１　　LINEアプリから国税庁LINE公式
　　　　　　　　アカウントを友だち登録
　ステップ２　　トーク画面で「相談を申し込む」を選択し、
　　　　　　　　ご自分の会場を選択
　ステップ３　　希望する日時を選択し、「入場整理券」を事前に取得

※国税庁ホームページで当日配付する「入場整理券」の配付状況を掲載していますので、ご欄ください

税務署のLINEはこちら☟
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　将来を見据えた望ましい学校教育環境の整備に資するため、町
内小中学校のこれからのあり方を検討する『永平寺町学校のあり
方検討委員会』の第３回目の会議が12月23日に開催されました。
　今回は、第２回委員会で出された意見を踏まえて修正した意識
調査（アンケート）案の確認作業となりました。委員からは、真剣
かつ建設的なご発言をいただき、これをもとにさらに修正を加え
たものを淵本委員長・木村副委員長が最終確認し、内容を確定す
ることとしました。

　このアンケートは、児童生徒、児童生徒の保護者、幼児園幼稚
園児の保護者、高校生、一般住民（1,500名抽出）、計約5,000名
を対象に行うもので、広く町民のご意見をいただき、答申に反映
させることを目的として実施しています。みなさまのお手元に調
査票が届いていましたら、ご協力いただきますようお願いします。
　会議資料や議事録などは、随時、町ホームページに掲載してい
ますのでご覧ください。

　子どもが巻き込まれる交通事故や不審者による事件は全国で後を絶たず、町内でも声掛け事案
などが発生しています。また、昨年は、クマやサルなどの出没も多数ありました。
　このような中、いざというときに子どもが逃げ込める「子どもかけこみ所」や、子どもの登下校
を見守っていただく「子ども見守り隊」の登録数が減少しています。
　登下校時の事件・事故を未然に防止するため、新規に登録いただける事業所・住宅・個人を探
していますので、みなさまのご協力をお願いします。詳細は、最寄りの小学校にお問い合わせく
ださい。

【各校の電話番号】
松岡小学校：61－0069　　　吉野小学校：61－0228
御陵小学校：61－2004　　　志比小学校：63－2009
志比南小学校：63－2040　　　志比北小学校：63－2504
上志比小学校：64－2029

 問合せ  学校教育課　 TEL 61－3937

 問合せ  学校教育課　 TEL 61－3937

第３回永平寺町学校のあり方
検討委員会

「子どもかけこみ所」「子ども見守り隊」
登録のお願い
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　「口座振替申出書」に必要事項をご記入、押印（金融機関届出印）し、金融機関の窓口または、役場、
または年金事務所にご提出ください。

その他、クレジットカードによる納付方法があります。

お申し込みは簡単！

【口座振替】と【現金納付】の比較、提出期限(口座振替申出書)

知っておきたい知っておきたい 国 民 年 金

 問合せ  福井年金事務所　 TEL  23－4518　　住民生活課　 TEL  61－3945

国民年金保険料の納付は、口座振替が便利でお得

割引額 提出期限
(年金事務所に届く日 ) 口座振替日

口座振替 現金納付
通常の納付
（翌月末振替・納付） 0円 0円 随時受付 年金事務所に

ご確認ください早割（当月末振替） 50円 取り扱いして
いません 随時受付

６か月前納
（４月～９月） 1,130 円 810円

２月末 ４月末
６か月前納
（10月～翌年３月） ８月末 10月末
１年前納
(４月～翌年３月) 4,160 円 3,520 円 ２月末 ４月末
２年前納
(４月～翌々年３月) 15,840 円 14,590 円 ２月末 ４月末

  【ケーブルテレビに関するお問い合わせ】

『こんなときはどこに連絡すればいいの？』
●新規申込みやサービス内容の確認・変更、銀行口座の変更など、窓口業務に関すること
●テレビが映らない、ケーブル線が切れたなど、工事に関すること
●ケーブルインターネット・ケーブル電話など、FCTVのオプションプランに関すること

福井ケーブルテレビお客様センター

0120ー05ー5710（フリーコール）
電話受付時間 ９時～21時（年中無休）   窓口受付時間 ９時～19時（年中無休）

 永平寺町役場 総合政策課（永平寺支所内）

0776ー63ー3111（担当：河合）

受付時間 ８時30分～17時15分（平日のみ）    Mail:eibou-ch@biz.mitene.or.jp

● えい坊チャンネル（12ch）に関すること
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住み慣れた地域で安心できる暮らしを
続けていくために

　前回の在宅医療に続いて、今回は、在宅生活を継続するために自分が暮らしている地域の地域包括ケアシ
ステムについてご紹介します。

福祉保健課 TEL  61－3920地域包括支援センター TEL  61－6166

　地域包括ケアシステムとは、
　住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、医療、
介護、福祉、生活支援サービスなどが連携して、必要とするサービスを切
れ目なく受けることができる地域づくりのことです。高齢社会を迎えた現
在、高齢期でも住み慣れた地域で自分の望む生活を続けていくためには必
要な仕組みです。
　最期まで、住み慣れた地域で自分が望む場所で、必要なサービスを受け、
安心して自分らしい暮らしが続けられる社会を目指して、かかりつけ医を
中心とした在宅医療と介護サービスなどが連携しています。

　在宅でも安心して療養生活を送
ることができるように、かかりつ
け医を中心に、訪問診療や往診を
含め、訪問看護、歯科医師、薬剤
師との連携を充実させています。

医療

　一人暮らしや認知症の高齢者の生活を支援するさまざまな
生活支援や財産管理など、権利擁護の支援を行っています。
　地域で、安心して暮らし続けるためには、ご近所の力「見守
り・支え合い」が重要です。
　「自助」「互助」「共助」「公助」が融合するまちづくりに住民の
みなさんのお力をお貸しください。

生活支援

　筋力トレーニング教室や生き生き百歳体操などの介護予防
教室や健康長寿クラブなどの活動を通じて介護予防を推進し
ています。

介護予防

　介護が必要になっても、在宅
で生活を続けることができるよ
うに、訪問介護、通所介護など
のサービスを充実させています。
また、通所、訪問、お泊りを合
わせた小規模多機能型居宅介護
など「地域密着型サービス」の施
設整備をしています。

介護

地域包括
ケアシステム

地域包括支援
センター
　高齢者のための
総合相談窓口で
す。介護や介護予
防、医療や福祉な
ど、あらゆる分野
の相談を受け付
け、課題を整理し、
在宅生活に必要な
支援をコーディ
ネートします。

相談

支援
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役場窓口延長 19：00まで

わ音楽遊びを楽しもう＜要予約＞
　やすらぎの郷
　10：30～11：30
育児相談
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　9：00～11：00

　　ママのためのおしゃべりサロン
　　（ベビービクス）＜要予約＞
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）　
　　　10：30～11：30
ち身体測定・育児相談
　松岡児童館　10：30～11：30
行政相談
　永寿苑　13：30～15：30
人権相談
　松岡福祉総合センター
　13：30～16：00

　 　　建国記念の日 　　おはなしのへや
　　　町立図書館（松岡）
　　　10：30～11：00
おはなし会
　町立図書館（永平寺館）
　11：00～11：30
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ

　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30～17：15
上チョコレートを知ろう
　上志比児童館
　10：00～12：00
マイナンバーカード休日窓口開設日
　本庁
　8：30～12：00

　　青少年育成の日
　　

役場窓口延長 19：00まで

わ絵本読みの会　
　やすらぎの郷　
　10：30～11：30
夜間無料労働相談会
　福井県庁内会議室など
   18：30～20：00

問合せ：福井県労働委員会事務局
☎︎0776-20-0597

　　ママのためのおしゃべりサロン
　　（身体測定・育児相談）
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）　
　　　10：00～11：30
フお話のへや
　永平寺支所３階　
　10：30～11：30
１歳６か月児健診
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）
  13：00～14：00

   　　ち親子でリフレッシュヨガ！
　　　＜要予約＞
　　　松岡児童館
　　　10：30～11：30　
わ身体測定・育児相談
　やすらぎの郷
　 10：30～11：30
３歳児健診
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）
  13：00～14：00

　　フ支援センター開放日
　　　＜要予約＞
　　　永平寺支所３階
　　　9：30～11：30
民話紙芝居
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00
おもしろとしょかん
　町立図書館（上志比館）
　10：30～11：00
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日 道の駅禅の里定休日

上    松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ フ  

　　家庭の日 　　

松チョークアートをかこう
　松岡公民館
　10：00～12：00
志プラ板と宝探し
　志比児童館
　10：00～11：30

　　フ身体測定・育児相談
　　　永平寺支所３階　
　　　10：30～11：30
わママとベビーヨガ教室＜要予約＞
　やすらぎの郷
　10：30～11：30
永平寺町シルバー人材センター
入会説明会
　永平寺町シルバー人材センター
　14：00～

　　天皇誕生日
　　

　　ママのためのおしゃべりサロン
　　（育児講演会　歯の話）
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）
　　　10：30～11：30

　　ちおはなし会
　　　松岡児童館
　　　11：00～11：30
わひな人形を作ろう＜要予約＞
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　わリズムにのって
　　　やすらぎの郷
　　　10：30～11：30

　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30～17：15　
ち子育て応援事業
　ちびっこ広場で遊ぼう!＜要予約＞
　松岡児童館
　10：00～11：30
わ支援センター開放日＜要予約＞
　やすらぎの郷
　9：30～11：30
おもしろとしょかん
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30
マイナンバーカード休日窓口開設日
　本庁　8：30～12：00図書館（全館）休館日 えい坊館休館日

松  志 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ ち  わ 　

　　ママのためのおしゃべりサロン
　　（身体測定・育児相談）
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）　
　　　10：00～11：30
わひな祭り会＜要予約＞
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　 永平寺町シルバー人材センター
　  入会説明会
　　  永平寺町シルバー人材センター
　　  14：00～

　　絵本の読み聞かせ
　　　町立図書館（松岡）
　　　10：30～11：00

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日

図書館（全館）休館日 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ

2/7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 3/1 2 3 4 5 6

●永平寺町役場（本庁）

●永平寺支所

●上志比支所

◎総務課
◎財政課
◎総合政策課
◎農林課
◎建設課   

◎子育て支援課
◎税務課
◎住民生活課
◎福祉保健課
◎会計課

◎議会事務局
◎商工観光課
◎学校教育課（教育委員会）

◎生涯学習課（教育委員会）

◎上下水道課

●町立図書館

●町立図書館永平寺館

●町立図書館上志比館

●松岡公民館

●松岡ふるさと学習館

●永平寺緑の村ふれあいセンター    

●上志比文化会館サンサンホール

●松岡福祉総合センター（翠荘）

●永平寺老人福祉センター永寿苑

●町社協地域包括支援センター

●永平寺町消防本部・消防署

●福井警察署

●永平寺分庁舎

61-３９４１
61-３９３３
61-３９４２
61-３９４７
61-３９４８

６１-１１１１

６３-３１１１

６４-２２１１

６１-７２５０
６１-３９４４
６１-３９４５
６１-３９２０
６１-３９４９

６１-３９５０
６１-３９２１
６１-３９３７
６１-３４００
６１-０２７７

６１-７１１７

６３-３１１２

６４-３１７０

６１-７２２２

６１-６６７７

６３-４２２２

６４-３１７０

６１-０１１１

６３-３８６８

６１-６１６６

６３-０１１９

５２-０１１０

６１-０１１０

今月の納税
 固定資産税　　　第４期
 国民健康保険税　第８期

（口座振替も同日です）

３月１日（月）

２月

アイコンガイド

各地区児童館

松  松岡児童館

志  志比児童館

上  上志比児童館

●開館 13：00～18：00

61－0750

63－3113

64－3100

アイコンガイド

子育て支援センター

ち  ちびっこ広場

フ  フレンドパーク

わ  わくわく広場

●毎週月～金曜日
●松岡児童館
●9：30～15：00

●毎週月～金曜日
●永平寺支所
●9：30～11：30

●毎週月～金曜日
●やすらぎの郷
●9：30～11：30

61－0750

63－3113

64－3100

2021
【
令
和
３
年
】
2月-3月

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、行事や
イベントなどをやむなく延期・中止する場合があり
ます。ご了承ください。

役場窓口延長 19：00まで

ブックスタート　２月６日（土）～12日（金）
対象者 R２年６月１日～R２年10月31日生まれ

町立図書館　全館

ブックスタート　２月６日（土）～12日（金）
対象者 R２年６月１日～R２年10月31日生まれ

町立図書館　全館
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育
児
講
演
会
：
歯
の
お
話

（
無
料
）

　

　マ
マ
の
た
め
の
お
し
ゃ
べ
り
サ

ロ
ン
で
は「
育
児
講
演
会
　歯
の
お

話
」を
開
催
し
ま
す
。

　離
乳
期
か
ら
の
歯
の
健
康
に
つ
い

て
、
歯
科
衛
生
士
が
お
話
し
ま
す
。

日
　時
　2
月
24
日（
水
）

　
　10
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
　所
　永
平
寺
町
保
健
セ
ン
タ
ー

（
松
岡
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

講
　師
　歯
科
衛
生
士
　虎
尾 

裕

美
氏 

対
　象
　町
内
在
住
の
1
歳
未
満
児

と
保
育
者

★
事
前
の
申
し
込
み
不
要
。
当
日

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い

問
合
せ

　保
健
セ
ン
タ
ー

  

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー

0
1
1
1

　

　

「
児
童
扶
養
手
当
」と「
公
的
年

金
な
ど
」の
両
方
を
受
給
す
る

場
合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す

　　公
的
年
金
な
ど（
※
1
）を
受
給
す

る
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
額
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん（
※
2
）。

※
1
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
老
齢

年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族
補
償

な
ど

※
2
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
令
和
３
年
３
月
分（
令

和
３
年
５
月
支
払
い
）か
ら
、

児
童
扶
養
手
当
の
額
と
障
害

年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額

と
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当

と
し
て
支
給

★
障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
は
、
そ
の
額

が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い

場
合
、
差
額
分
を
児
童
扶
養
手

当
と
し
て
支
給

　詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　子
育
て
支
援
課
　

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー

7
2
5
0

人
権
擁
護
委
員
の
ご
紹
介

（
相
談
無
料
）

　1
月
1
日
付
け
で
、
法
務
大
臣

か
ら
2
名
の
人
が
新
た
に
人
権
擁

護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

【
新
任
】

○
波
夛
野 

公
子
氏（
東
古
市
）

○
森
塚 

美
智
子
氏（
松
岡
下
合
月
）

　人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
擁
護
委

員
法
に
基
づ
き
委
嘱
さ
れ
た
私
た
ち

の
ま
ち
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。

暮
ら
し
の
中
で
の
悩
み
や
心
配
ご

と
、
困
り
ご
と
の
あ
る
人
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　総
務
課

  

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー

３
９
４
１

水
道
料
金（
基
本
料
金
・
メ
ー

タ
ー
貸
付
料
）の
減
免
期
間

　現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
、
水
道
料
金

（
基
本
料
金
・
メ
ー
タ
ー
貸
付
料
）

の
減
免
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

減
免
対
象
と
な
る
期
間
は
令
和
２

年
５
月
使
用
分（
令
和
２
年
６
月
請

求
分
）か
ら
令
和
３
年
２
月
使
用
分

（
令
和
３
年
３
月
請
求
分
）ま
で
と

な
り
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　上
下
水
道
課
　

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー
０
２
７
７

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
員
募
集

業
務
開
始
月
　令
和
３
年
４
月
か
ら

検
針
日
　毎
月
17
日
前
後

担
当
地
区
　松
岡
志
比
堺
地
区

検
針
件
数
　２
７
０
件
程
度

募
集
人
数
　１
人
　

問
合
せ

　上
下
水
道
課
　

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー
０
２
７
７

改
正
女
性
活
躍
推
進
法
施
行

に
向
け
た
改
革
策
定
な
ど
の

個
別
相
談（
相
談
無
料
）

　　常
時
１
０
１
人
以
上
の
事
業
主
は
令

和
４
年
４
月
１
日
の
義
務
化
に
向
け
、

ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　女
性
活
躍
推
進
法
の
改
正
に
よ
り
、

令
和
４
年
４
月
１
日
よ
り
、
女
性
活
躍

推
進
の
た
め
の
行
動
計
画
の
策
定
や
情

報
公
表
の
義
務
が
、
常
時
雇
用
す
る
労

働
者
が
１
０
１
人
以
上
の
事
業
主
ま
で

拡
大
さ
れ
ま
す
。
対
象
事
業
主
は
、
自

社
の
女
性
の
活
躍
状
況
に
つ
い
て
現
状

分
析
や
課
題
把
握
を
行
っ
た
う
え
で
、

一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
し
、
管

轄
の
労
働
局
に
届
け
出
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　標
記
行
動
計
画
を
策
定
し
た
３
０
０

人
以
下
の
事
業
主
は
、
数
値
目
標
お
よ

び
取
組
目
標
を
達
成
す
れ
ば
、
助
成
金

の
支
給
が
な
さ
れ
ま
す（
一
定
の
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

　福
井
労
働
局
で
は
行
動
計
画
の
策
定

な
ど
に
向
け
て
個
別
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間
　９
時
〜
17
時（
土
日
祝

除
く
）
　

場
　所
　福
井
市
春
山
１
丁
目

１
ー
54
　福
井
市
春
山
合
同

庁
舎
９
階

※
来
局
の
場
合
は
で
き
る
だ
け
ご

予
約
く
だ
さ
い

問
合
せ

　福
井
労
働
局
雇
用
環

境
・
均
等
室
Ｔ
Ｅ
Ｌ  

22
ー
３
９
４
７

※
女
性
活
躍
特
集
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

（
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

Ｕ
Ｒ
Ｌ https://w

w
w.m

hlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/
bunya/0

0
0

0
0

9
1

0
2

5
.

htm
l

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
が「
児
童
扶

養
手
当
」を
受
給
で
き
る
よ

う
見
直
し
ま
す

　　現
在
、
障
害
年
金
を
受
給
し
て

い
る
ひ
と
り
親
家
庭
は
、
障
害
年

金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を
上
回

る
場
合
に
は
、
児
童
扶
養
手
当
が

受
給
で
き
ず
、
就
労
が
難
し
い
人

は
、
厳
し
い
経
済
状
況
に
お
か
れ

て
い
ま
す
。

　そ
こ
で
、「
児
童
扶
養
手
当
法
」

の
一
部
を
改
正
し
、
令
和
３
年
３

月
分
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の
額

と
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の

額
と
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当
と

し
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
見
直
し
ま
す
。

　な
お
、
障
害
年
金
以
外
の
公
的

年
金
な
ど（
※
）を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
公
的
年
金
な
ど
の
額
が
児

童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
場
合
、

そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
ま
す
が
、
改
正
後
も

同
じ
く
、
公
的
年
金
な
ど
の
額
が

児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
場
合
、

そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
ま
す
。

※
遺
族
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災

年
金
、
遺
族
補
償
な
ど

　詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　子
育
て
支
援
課
　

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー
７
２
５
０

看
護
職
就
職
説
明
会

ｉ
ｎ
ふ
く
い
２
０
２
１

　福
井
県
で
看
護
職
と
し
て
働
き

た
い
人
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
就
職

説
明
会
で
す
。
県
内
病
院
と
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
約
40
件
が
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。

日
　時
　3
月
6
日（
土
）

　
　配
信
時
間
：
9
時
20
分
〜
17
時

参
加
方
法

　
　①
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加（
定
員
制

限
な
し
）

　
　②
会
場
参
加
：
福
井
県
看
護

協
会
会
館（
オ
ン
ラ
イ
ン
環

境
が
整
っ
て
い
な
い
県
内

在
住
の
人
）

対
　象
　県
内
外
の
看
護
学
生
、
看

護
職
の
資
格
を
お
持
ち
の
人

★
事
前
申
し
込
み
必
要
、
参
加
無
料

　詳
し
く
は
看
護
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

問
合
せ

　福
井
県
看
護
協
会
　福

井
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
　

　
　ＴＥ
Ｌ   

52
ー

1
8
5
7

若
者
の
た
め
の
就
職
相
談

会（
ふ
く
い
嶺
北
連
携
中
枢

都
市
圏
事
業
）

　働
く
こ
と
に
悩
み
を
抱
え
て
い

る
若
者
や
そ
の
家
族
を
対
象
に
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
　時
　２
月
15
日（
月
）

　
　10
時
30
分
〜
16
時（
事
前
予
約

制
。
１
組
45
分
）

場
　所
　シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
シ
テ
ィ
ベ

ル
３
階
　ベ
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
サ

ロ
ン
南
側
　文
化
教
室
８

対
　象
　就
労
へ
の
意
欲
が
あ
る

若
年
者（
49
歳
ま
で
）

相
談
例

　
　・
就
職
活
動
を
し
て
い
る
が

な
か
な
か
採
用
が
決
ま
ら

な
い

　
　・
１
つ
の
職
場
で
長
く
続
か

な
い

　
　・
退
職
し
て
か
ら
数
年
の
ブ

ラ
ン
ク
が
あ
る

　
　・
現
在
ア
ル
バ
イ
ト
だ
が
正

社
員
と
し
て
働
き
た
い

申
込
み
　福
井
市
し
ご
と
支
援
課
ま

で
電
話
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
受
け

付
け
。2
月
10
日（
水
）ま
で
。

　
　定
員
４
組
に
達
し
次
第
、
受

け
付
け
を
終
了
し
ま
す

申
込
み
・
問
合
せ

　福
井
市
商
工

労
働
部
し
ご
と
支
援
課
　

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ   
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メ
ー
ル  shigoto@

city.fukui.lg.jp

　放
送
大
学
４
月
入
学
生

募
集
中

　放
送
大
学
は
文
部
科
学
省
・
総

務
省
が
所
管
す
る
正
規
の
通
信
制

大
学
で
す
。
入
学
試
験
は
あ
り
ま
せ

ん
。
幅
広
い
年
代
や
職
業
の
人
が
、

自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
生
涯

学
習
や
資
格
取
得
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
を
目
指
し
て
学
ん
で
い
ま
す
。
ご

自
宅
の
テ
レ
ビ（
B
S
放
送
）や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
学
べ
ま
す
。

入
学
願
書
受
付
　3
月
16
日（
火
）ま

で（
必
着
）
　
　

資
料
請
求（
無
料
）・
問
合
せ

　放
送
大
学
福
井
学
習
セ
ン
タ
ー

（
ア
オ
ッ
サ
7
階
）

  

　
　
　
　
　ＴＥ
Ｌ   

22
ー

６
３
６
１

認
知
症
研
修
会（
無
料
）

●
認
知
症
の
基
礎
知
識
と
対
応
の

ポ
イ
ン
ト

日
　時
　２
月
12
日（
金
）

　
　13
時
30
分
〜
15
時

●
高
齢
者
の
運
転
免
許
更
新
の
流
れ

日
　時
　２
月
17
日（
水
）

　
　13
時
30
分
〜
15
時

●
心
も
体
も
元
気
に
健
康
に

　～
認
知
症
の
理
解
、
予
防
、
支
援
～

日
　時
　２
月
24
日（
水
）

　
　13
時
30
分
〜
15
時

●
認
知
症
の
進
行
段
階
別
症
状
と

対
応

日
　時
　３
月
５
日（
金
）

　
　13
時
30
分
〜
15
時

●
認
知
症
の
基
礎
知
識
と
対
応
の

ポ
イ
ン
ト（
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
）

日
　時
　３
月
９
日（
火
）

　
　13
時
30
分
〜
15
時

場
　所
　福
井
県
立
す
こ
や
か
シ
ル

バ
ー
病
院
２
階
会
議
室

申
込
み
　各
会
と
も
申
し
込
み
無
し

で
の
入
場
不
可
。
要
申
し
込
み

定
　員
　各
会
と
も
20
人

申
込
み
・
問
合
せ 

福
井
県
立
す

こ
や
か
シ
ル
バ
ー
病
院
　

　ＴＥ
Ｌ   
98
ー

２
７
０
０（
担
当：舟
木
）

　か
さ
じ
ぞ
う
ふ
れ
あ
い
広
場

日
　時
　2
月
13
日（
土
）10
時
〜

場
　所
　え
い
坊
館

内
　容
　紙
芝
居
、
凧
作
り

参
加
費
　昼
食
・
飲
み
物
代
な
ど

　
　子
ど
も
　２
０
０
円

　
　大
　人
　６
０
０
円

　
　凧
作
り
材
料
　２
０
０
円

定
　員
　限
定
30
人
　

申
込
み
・
問
合
せ 

　か
さ
じ
ぞ
う
受
付
／
吉
川
　

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

０
９
０
ー
２
３
７
７
ー
１
７
９
９

町
内
事
業
所
の
み
な
さ
ま
へ

　令
和
3
年
1
月
13
日
、
永
平
寺

町
中
小
企
業
資
金
融
資
要
綱
の
一

部
が
改
正
に
な
り
、
利
子
補
給
金

に
つ
き
ま
し
て
毎
年
度
ご
と
に
申

請
書
兼
請
求
書
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し

く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

　商
工
観
光
課
　

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー
３
９
２
１
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自
衛
官
募
集

「ふくい消防団応援の店」紹介
　福井県や永平寺町の消防団員が昼夜を問わず、地域の安全・安心のために活動しているこ
とから、消防団員を応援するため、数多くのお店や事業所に『消防団応援の店』として登録い
ただきました。町内でも14店舗のお店に登録していただいています。消防団員カードを登
録店舗で提示していただきますと、消防団員や家族は、料金割引などのお店独自のサービス
を受けることができます。地域の消防団を応援したい事業主のみなさまはぜひ登録をお願い
します。
　また地域のみなさまで「自分たちの町は自分たちで守りたい！」という人は消防団への入団
をお待ちしています。

※なお、福井県内協力店は県ホームページで確認できます

登　録　店

松
岡
地
区

市十郎

居酒屋　りゅう

東原屋

永平寺九頭竜らー麺　庫裡庵

浜田醤油醸造元

木本自動車工業

㈲小玉石油

永
平
寺
地
区

永平寺胡麻豆腐の里　團助

古跡館　りうぜん

永平寺の館　雲粋

㈲キッチン天山

井の上

地

区

上
志
比

道の駅　禅の里

反保アルミ製作

 問合せ  消防本部　 TEL  63－0119

●
予
備
自
衛
官
補（
一
般
）募
集

対
　象
　18
歳
以
上
34
歳
未
満
の

男
女

受
　付
　4
月
9
日（
金
）ま
で

試
験
日
　4
月
17
日（
土
）（
予
定
）

●
予
備
自
衛
官
補（
技
能
）募
集

対
　象
　18
歳
以
上
で
国
家
資
格

免
許
な
ど
を
有
す
る
男
女（
資

格
に
よ
り
年
齢
上
限
は
53
歳

未
満
～
55
歳
未
満
）

受
　付
　4
月
9
日（
金
）ま
で

試
験
日
　4
月
18
日（
日
）（
予
定
）

●
一
般
幹
部
候
補
生
募
集（
令
和
4

年
春
入
校
）

対
　象
　22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
男

子（
大
学
お
よ
び
大
学
院
卒
）

受
付
期
間
　3
月
1
日（
月
）～
4

月
28
日（
水
）

１
次
試
験
日
　5
月
8
日（
土
）お
よ

び
9
日（
日
）

問
合
せ

　自
衛
隊
大
野
地
域
事
務

所（
大
野
市
城
町
8ｰ

5 

ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
大
野
２
階
）

  

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

０
７
７
９
ー
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ー

６
３
２
５
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　12月24日、永平寺老人福祉センター「永寿苑」

で、福祉避難所開設の手順を確認する訓練を行

いました。訓練には、施設の職員のほか福井大

学医学部の専門家や警察や自衛隊の担当者など

約30人が参加。永平寺町で大規模な水害が発生

したという想定で、次々と避難してくる人たち

をどのように誘導するかや、新型コロナウイル

スの感染症が疑われる人が避難してきた場合の

対処手順などについて確認しました。

　今回の経験は、永平寺町と福井大学医学部が

協力して取り組んでいる、新しい福祉避難所の

ガイドライン作りにも役立つものとなりました。

福祉避難所の開設訓練

地震災害想定
下水道合同訓練

　永平寺町と五領川公共下水道事務組合とで地震災害を想定した緊急対応訓練を実施しました。

訓練には職員および施設管理業者など約20人が参加し、松岡地区・永平寺地区の主要幹線におけ

る管路調査、五領川浄化センターと中央浄化センターで設備などを現地調査し、被害状況の結果

を取りまとめ、応急復旧の判断を協議しました。訓練後には検討会にて意見交換を行い、災害発

生時の手順や役割を再確認しました。
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第７条 悩みごとがあるときは相談する1
いい

1からだ条

〈永平寺町の現状〉・こころの相談場所を知らない人が多い

こころがつらいときや悩みごとがあるときは相談しましょう
〈主な相談窓口〉

相談内容 担当課 電話 受付時間

健康

身体とこころの相談（妊娠・子ど
もから高齢者まで）

永平寺町保健センター
（自殺対策担当部局） 0776-61-0111

月〜金　８：30〜17：15

こころの相談
福井健康福祉センター 0776-36-3429

ホッとサポートふくい 0776-26-4400 月〜金　９：00〜17：00

子ども

子育て、ひとり親世帯、児童虐待、
子ども医療などの相談 永平寺町子育て支援課 0776-61-7250

月〜金　８：30〜17：15

児童・生徒の不登校、いじめなど、
学校教育に関する相談 永平寺町学校教育課 0776-61-3937

子どもに関する相談 福井県総合福祉相談所 0776-24-5135

労働

労働に関する相談 永平寺町商工観光課 0776-61-3921

職業紹介、各種雇用支援に関する
相談 ハローワーク福井 0776-52-8150

若者の働くことに関する相談 サポステふくい 0776-21-0311 月〜金　９：00〜17：00

人権 人権に関する相談
永平寺町総務課 0776-61-3941 月〜金　８：30〜17：15

消費 消費生活に関する相談
福井県消費生活センター 0776-22-1102 月〜日　９：00〜17：00

福祉

高齢者の介護、福祉、権利擁護、
高齢者虐待などの相談

永平寺町地域包括支援セ
ンター 0776-61-6166 月〜金　８：30〜17：30

永平寺町福祉保健課 0776-61-3920
月〜金　８：30〜17：15

身体・知的・精神障害等の福祉サー
ビスなど、権利擁護、障害者虐待
などに関する相談

DVなどに関する相談

ひきこもり、生活困窮、生活保護
などに関する相談

生活困窮、ひとり親、生活保護な
どに関する相談 福井健康福祉センター 0776-36-2857

ひきこもりに関する相談 福井県ひきこもり地域支
援センター 0776-26-4400 月〜金　９：00〜17：00

福祉全般（高齢者、障害者、生活
困窮、無料法律相談など）に関す
る相談

永平寺町社会福祉協議会 0776-64-3000 月〜金　８：30〜17：30

経済 納税などに関する相談 永平寺町税務課 0776-61-3944 月〜金　８：30〜17：15

３月は自殺対策強化月間です
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保 健 通 信保 健 通 信

申込み・問合せ   保健センター（松岡福祉総合センター内） TEL.61ー0111

たばこと新型コロナ
　たばこを吸う人は吸わない人に比べて新型コロナウイルスに
感染しやすく、重症化しやすいと言われています。このウイ
ルスは、私たちのからだに入ると、気道や肺胞の粘膜上にある
ACE2受容体にくっつき、細胞内に取り込まれてはじめて感染
します。
　喫煙は粘膜上のACE2受容体の数を増やし、ウイルスが侵入しやすい状況を作ります。
さらに、喫煙は吸い込んだ異物を外に押し出す働きを弱めるためウイルスがより肺の
奥へ入り込みやすくなります。
　喫煙者の脳はニコチン依存症の状態になっていて、意志の力だけでたばこをやめる
ことは難しく、禁煙外来を利用することがおすすめです。家族や同僚など身近な人に、

協力してもらうことも効果的です。
　禁煙は早く始めるほど肺機能低下を予防できるため、この機
会に禁煙に取り組みましょう。

監修　福井健康福祉センター所長

　

　がん検診はお済みですか？

●実施期間
　２月27日（土）まで
●検診場所　指定医療機関

●受診までの流れ
※個別検診を受診するには、永平寺町発行の「がん検診受診券」が必要
です。お手元に「がん検診受診券」がない人で、受診を希望される人は、
永平寺町保健センターまで問い合わせください
①受診を希望する指定医療機関に各自が電話で申し込みをしてください
②「がん検診受診券」「健康保険証」「自己負担金（必要な人のみ）」を持参
のうえ、申し込みした医療機関で受診してください

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
変更になる場合があります。ご了承くださいこころの健康相談のご案内

　精神科医による無料の個別相談を開催しています。悩みや不安がある、イライラする、気分が沈むなど専門家のア
ドバイスが必要なときは、お気軽にご相談ください。ご家族のことでも相談に応じます。個人情報は遵守しますので
ご安心ください。
　相談は無料、予約制です。都合により日時・場所が変更となる場合がありますので必ず事前にお問い合わせください。
●相談日時：２月12日（金）、２月26日（金）　13時～15時
●相談場所：保健センター（松岡福祉総合センター内）
◆お問合せ先：福井健康福祉センター　地域保健課（TEL：36−3429）

予防接種予防接種
インフルエンザ
予防接種費用助成

（１歳〜64歳）

　下記予防接種対象者の予診票の有効期限は、
３月31日（水）までです。対象の人には個別通知し
ていますので、通知書を確認のうえ接種してくだ
さい。期間が切れますと全額自己負担になります。
●麻しん風しん予防接種第２期
●二種混合予防接種(小学６年生)　
●日本脳炎予防接種第２期(小学校４年生・高校
３年生)
●高齢者肺炎球菌予防接種

町外医療機関で接種した場合
　接種済証（母子健康手帳）など接種の証明ができる
もの、領収書、振込先の預金通帳、認印をご持参のう
え、保健センターにて償還払いの申請をしてください。
申請締切日：２月27日（土）
※１月31日（日）までに接種した場合のみ申請できます
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 問合せ  総務課　生活安全室　 TEL  61－3941

「永平寺町防災行政無線」の訓練放送について

　永平寺町では全国瞬時警報システム（Ｊアラート※）の全国一斉情報伝達試験にあわせて
「永平寺町防災行政無線」の訓練放送を実施します。
　町民のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです

【放  送  日  時】　２月17日（水） 11時頃
＊ただし、気象・地震活動の状況などによっては、総務

省消防庁から訓練用放送を急きょ中止することがあり
ますので、ご了承ください

【訓練放送内容】　① 上り４音チャイム 
　　　　　　　　② 「これは、Jアラートのテストです」 ×３回 
　　　　　　　　③ コールサイン（例：こちらは、防災永平寺町役場です）
　　　　　　　　④ 下り４音チャイム

有料広告

　　

不定休
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